
○糸魚川市縁結びコーディネート事業実施要綱 

平成22年２月26日 

告示第33号 

改正 平成24年３月27日告示第58号 

平成29年３月31日告示第54号 

平成30年６月20日告示第180号 

平成31年３月29日告示第60号 

令和４年３月31日告示第88号 

（目的） 

第１条 この要綱は、当市の人口減少及び少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚化

に歯止めをかけるため、縁結びコーディネーター（以下「コーディネーター」という。）

の支援活動により結婚を希望する独身の男女が結婚し、定住人口の増加を図ることを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 独身の男女 結婚をしていない者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。）で、市内に住所を有する者及び結

婚を機に市内に居住を希望する者をいう。 

(2) 居住 当市に住民登録し、市内に住むことをいう。 

(3) 縁結び活動 結婚を希望する独身の男女及び親族からの相談に応じ、結婚に至

るまでの支援活動をいう。 

（コーディネーターの業務） 

第３条 コーディネーターの業務は、次のとおりとする。 

(1) 縁結び活動 

(2) 第６条に規定するコーディネーター連絡会議への出席又は情報交換 

(3) 結婚に関する情報収集及びコーディネーター相互の連携 

（コーディネーターの募集） 

第４条 コーディネーターは、公募する。 



（コーディネーターの応募資格及び登録） 

第５条 コーディネーターに応募することができる者は、次のいずれにも該当する者と

する。 

(1) 第１条に規定する目的に対する理解及び意欲を有する者 

(2) 市内に居住する者又は市内の事業所等に勤務する者 

(3) 独身の男女の情報を有し、円滑に縁結び活動に取り組むことができる者 

２ 前項の規定に該当し、コーディネーターになろうとする者は、縁結びコーディネー

ター登録申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）を市長に提出するものとす

る。 

３ 市長は、申込書の提出があったときは、審査の上、適否を決定し、適当と認めた者

をコーディネーターとして登録し、縁結びコーディネーター登録証（様式第２号）を

交付する。 

４ コーディネーターの登録期間は、登録の日から起算して１年を経過した日の属する

年度の末日までとする。 

５ 市長は、登録したコーディネーターを市のホームページ等により公表するものとす

る。ただし、個人情報の公表を希望しない者については、この限りでない。 

（コーディネーター連絡会議） 

第６条 市長は、コーディネーターの活動を円滑に行うため、コーディネーター連絡会

議を開催し、コーディネーター相互の情報交換に努めるものとする。 

（費用負担） 

第７条 縁結び活動に要する費用は、コーディネーターが負担するものとする。ただし、

市長が必要に応じて開催する相談会等においてコーディネーターに縁結び活動を要

請する場合は、糸魚川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年糸魚川市条例第40号）第２条第２号に規定するパートタイム会計年度任用職員のう

ち事務補助の業務を行う職員の１時間当たりの賃金に実働時間を乗じて得た額を市

長が負担するものとする。 

（実績報告） 

第８条 コーディネーターは、縁結び活動により独身の男女が結婚し、次に掲げる事項

のいずれにも該当する場合は、縁結びコーディネート事業実績報告書（様式第３号。



以下「実績報告書」という。）により、市長に報告するものとする。 

(1) 結婚した男女とも、市内に居住していること。ただし、市長が特に認める場合

は、結婚した日から２年以内に市内に居住した場合も認めるものとする。 

(2) 結婚した男女とも、結婚した日以前に国内に１年以上継続して住所を有するこ

と。 

（謝礼金） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理し、その内容を審査の上、適正と認

めたときは、謝礼金として結婚した男女１組につき88,000円をコーディネーターに支

払うものとする。 

（秘密の保持） 

第10条 コーディネーターは、縁結び活動を推進するために必要な場合を除き、縁結び

活動により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成22年４月１日から実施する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

（糸魚川市縁結びハッピーコーディネート事業実施要綱の廃止） 

３ 糸魚川市縁結びハッピーコーディネート事業実施要綱（平成19年糸魚川市告示第75

号）は、廃止する。 

前 文（平成24年３月27日告示第58号）抄 

平成24年４月１日から施行する。 

前 文（平成29年３月31日告示第54号）抄 

平成29年４月１日から施行する。 

前 文（平成30年６月20日告示第180号）抄 



告示の日から施行する。 

前 文（平成31年３月29日告示第60号）抄 

平成31年４月１日から施行する。 

前 文（令和４年３月31日告示第88号）抄 

告示の日から施行する。 

 



 



 



 



 


